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はじめに 

公立中学校及び公立義務教育学校後期課程（以下「公立中学校等」という。）の部活動を巡る状況

は、近年、少子化により生徒数が減少し、部活動を維持・継続することが困難な状況が生じており、

特に運動部では、団体競技において単独でチームを組むことができない学校が急増していることに

より、生徒たちが行いたい種目や活動の機会を確保することが困難な状況となっています。 

また、活動経験や指導経験のない教員が顧問として指導することや、休日の部活動の指導や大会

等への引率、運営への参画など、公立中学校及び公立義務教育学校後期課程教員の献身的な支えに

より部活動を維持・継続してきましたが、部活動指導が時間外業務時間の主な要因で負担となって

いることも指摘されるなど、多くの課題や問題が生じています。 

こうした状況を踏まえ、令和２年９月に国は、「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」として、

「令和５年度以降、休日の部活動の段階的な地域移行を図るとともに、休日の部活動指導を望まな

い教員が休日の部活動に従事しないこととする 。」と示しました。 

また、令和４年 12 月に、スポーツ庁・文化庁は、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り

方等に関する総合的なガイドライン」（以下「国ガイドライン」という。）を策定し、学校部活動の

地域連携や地域移行について、令和５年度から令和７年度までの３年間を「改革推進期間」と位置

付け、学校部活動の適正な運営や効率的・効果的な活動の在り方や、新たな地域クラブ活動を整備

するために必要な対応を示しました。 

部活動改革に係る国の方針を受けて、令和５年度から令和７年度までの国の部活動改革に係る「改

革推進期間」における県内の公立中学校等の休日における部活動の地域連携や地域移行が推進され

るよう、「鳥取県公立中学校等における部活動の地域連携・地域移行に向けた推進計画」（以下「県

推進計画」という。）を令和５年８月に策定しました。 

現在は、県推進計画を参考に、各市町村が、それぞれのスポーツ・文化芸術活動を取り巻く環境

等の状況に応じて公立中学校等の休日における部活動の地域展開・地域連携への取り組みが行われ

ていますが、活動先となる団体や人材の不足、安定した財源や移動手段等の確保等、解決すべき課

題や問題が多くあり、対応策の検討に苦慮している状況となっています。 

こうした状況を踏まえ、県推進計画に基づく各市町村の取組の支援方策として「各圏域における

意見交換会の開催」、「地域移行に係る推進体制整備事業」及び「地域クラブ活動支援等の支援事業」

を行ってきたところです。その結果、市町村が認定した「地域展開型の地域クラブ」（以下「地域ク

ラブ」という。）が 11 クラブ設立（令和７年 11 月時点）され、少しずつ地域展開による活動が県内

においても実施されてきています。 

しかしながら、部活動の教育的意義を継承した形でスポーツ・文化芸術活動を担っていける運営

主体となる団体が大変少ない状況があり、多くの市町村が当面の間「地域連携型」や「拠点校（合

同部活動）型」といった形態での部活動として生徒の活動機会を確保する方向性を示しており、部

活動指導員や外部指導者の配置が拡大している状況となっています。 

そのような中、令和 7 年５月に国の「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会

議」（以下「実行会議」という。）による「最終とりまとめ」において令和８年度以降の部活動改革

の方向性等が以下のとおり国へ提言されました。この提言を受けて、国は令和７年の冬頃に、国ガ

イドラインを改訂し国の方針を示す予定です。 

＜国への提言概要＞※確定版では、国ガイドライン改訂のポイントを明記 

（１）部活動改革の目的を的確に表現するために「地域移行」を「地域展開」に変更する。 
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（２）令和８年度から 13 年度を「改革実行期間」とし、令和８年度から令和 10 年度を前期、令

和 11 年度から令和 13 年度を後期として「地域展開」への取組を推進する。 

（３）休日については、改革実行期間内に全ての部活動の地域展開の実現を目指す。 

（４）平日については、次期改革期間中に課題等を整理し方向性を検討するとともに、地域の実

情に応じて取組を推進する。 

（５）休日と平日の指導者が異なることにより、生徒が困惑することがないよう、地域クラブと

学校が連携を図る。 

（６）地域クラブの運営等に係る経費等については、受益者からの会費等を原則とするが、「地域

展開」の取組を後押しするため、地域クラブへの支援について公的負担と受益者負担のバラ

ンスを考え、在り方について検討する。また、受益者負担の水準について、国において金額

の目安を示すことを検討する。 

（７）地域クラブと民間クラブの違いを明確にするため、市町村が認定する場合の定義・要件や

認定方法等を国が示す。 

（８）部活動指導員の配置について、時期改革期間においても一定の範囲で支援を行う必要があ

る。 

県としては、令和８年度当初から県内の各市町村が部活動の地域展開・地域連携の取組を推進し

ていけるよう、暫定版として令和８年度から令和 10 年度までの「改革実行期間（前期）」における

県内の公立中学校等の部活動の地域展開・地域連携の方向性として令和５年８月に策定した県推進

計画を改訂することとしました。 

市町村においては、実行会議からの提言を元に改訂した暫定版の県推進計画を参考に地域や学校

の実情に応じて令和８年度以降の市町村における推進計画を策定又は改訂していただき、これまで

の部活動の枠組みや考えにとらわれることなく新たな発想で生徒が継続的に豊かで幅広いスポー

ツ・文化芸術活動を実施できる機会や環境を確保するとともに、結果的に教員の部活動に係る負担

軽減にもつながる取組が推進されることを期待しています。 

なお、国のガイドラインが改訂され国の方針が示された後に、県の推進計画の改訂版（確定版）

を速やかに示すとともに、令和 11 年度から令和 13 年度までの「改革実行期間（後期）」における計

画については、国の動きや県内の各市町村の取組状況等を確認しながら令和 10 年度に改めて計画

を示すこととします。 

令和７年 11 月 

鳥取県教育委員会 

 

※「地域展開」とは、これまで中学校の部活動を中心に中学生がスポーツ・文化芸術活動を行っていた機会を、学

校と切り離された地域の運営主体が担い、その活動に係る経費等については原則として受益者の負担として活動

を実施していくものである。ただし、活動は、現状の部活動として行っている種目や活動に限らない。 

※「地域連携」とは、学校の部活動として実施をしていくが、指導者は専門的な指導ができる教員や部活動指導員、

外部指導者などの人材が指導者となり、生徒の活動機会を確保していくもの。 

※「地域クラブ」とは、これまで学校部活動として担ってきた教育的意義を継承・発展させ、スポーツ・文化芸術活

動の活動機会を担う運営主体若しくは実施主体であり市町村が認定したクラブや団体をいう。ただし、現在、学

校の部活動として行っていない種目や活動を実施するクラブや団体も対象となる。 

※「民間クラブ」とは、市町村が認定した「地域クラブ」以外の地域で活動しているクラブや団体をいう。 

※推進計画内の赤字が県独自、青字が国のガイドライン等から引用若しくは参考としたもの 
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Ⅰ 基本方針 

１ 基本的な考え方 

（１）本県の部活動改革は、単純に休日に活動する部活動を地域での活動に転換することでは

なく、これまで公立中学校等を中心に維持又は確保してきた中学生がスポーツ・文化芸術

活動に親しむことができる休日の環境を、県及び市町村が中心となり学校や地域と連携し

て学校又は地域に構築していくことにより、生徒が豊かで幅広い活動や経験を通じて学ぶ

ことができる機会を持続可能なものとしていくことを目的として推進していく。なお、本

推進計画は、生徒が豊かで幅広いスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむ機会や環境を

確保するための計画であり、大会参加を想定したものではないため、大会参加にあたって

は、各大会主催者の参加要件に応じて対応する。 

（２）本県における部活動改革は、「地域展開型」を基本とするが、直ちに地域での活動への

転換が困難な場合は、学校や地域の状況に応じて、「拠点校（合同部活動）型」、「地域連

携型」といった新しい部活動の形態により生徒の活動の機会を確保しながら、「地域展開

型」への取組を推進する。 

（３）休日に活動している部活動についてのみ地域展開の取組を推進するのではなく、地域の

実情に応じて可能な限り学校の部活動として実施されていない種目や活動の機会や環境の

確保に努める。なお、これらの取組は、地域において生徒の活動機会が確保できる活動か

ら行うものとする。 

（４）休日の部活動が地域展開された場合、地域展開された部活動の休日の活動は実施しな

い。また、平日と休日の指導者が異なる等により生徒が困惑することがないよう、学校と

地域クラブは連絡調整や情報共有を行うなど連携を図る。 

（５）平日の活動については、教員・部活動指導員・外部指導者の指導の下、学校の部活動と

して活動機会を確保することを基本とするが、地域や学校の実情に応じて休日と合わせて

包括的に取り組むことも検討していく。 

（６）学校の部活動は生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであることから、地域

クラブへの参加についても任意とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域クラブについて 

（１）地域クラブは、以下の要件ア～ウを満たしていることを基本とし、市町村が認定する。

認定期間については、市町村が設定する。 

ア 競技性（一つの競技種目に特化、競技力強化）や成果のみに偏重せず、休日の生徒の

豊かで幅広い活動機会を確保することを目的として設立し、参加を希望する生徒を選抜

等せず広く受け入れている。また、可能な限り平日も活動機会を確保できることが望ま

※地域展開型とは 

地域展開した部活動は、学校の部活動を行わず、生徒がスポーツ・文化芸術活動に親しむ環境を地域

に構築し、社会スポーツ・文化芸術活動として実施するものである。その運営主体（各種目や活動を行

う個別の団体を統括する団体）は学校と切り離されたものとなるため、指導者への謝金やクラブの運営

費等については、原則として運営主体の自己財源での対応となる。 

※拠点校（合同部活動）型とは 

指導できる教員や部活動指導員、外部指導者がいる学校を拠点校として位置付け、拠点校以外で指導

者がいない部の生徒や部がない学校の生徒が拠点校で活動を行うもので、部活動として実施するもの。

休日に指導にあたる部活動顧問は、教員特殊業務手当で対応し、部活動指導員や外部指導者への謝金や

報酬は、配置する市町村が負担し、県も一部補助する。 

※地域連携型とは 

指導者は教員ではなく部活動指導員や外部指導者などの地域の人材が指導者となり、生徒の活動機会

を確保していくもの。指導者への報酬や謝金は、配置する市町村が負担し、県も一部補助する。 
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しいが必須の条件とはしない。 

イ 国ガイドライン及び各市町村（学校組合）立学校の部活動方針又は子どものスポーツ

活動ガイドライン（平成 26 年３月県教育委員会策定）を遵守した活動を行っている。

なお、休日と平日の両方を地域展開した場合の地域クラブの活動時間と休養日の設定は

以下のとおりとする。 

（ア）１日の活動時間は、平日２時間程度、休日３時間程度とし、最大週当たり 11 時間

程度を目安とする。 

（イ）平日は、午後４時から午後８時 30 分までのうち２時間程度とし、休日は午後６時

までの日中のうち３時間程度を基本とする。 

（ウ）休養日は、平日、休日を区別することなく週当たり２日以上設定する。 

（エ）生徒の健康面・安全面及び家庭への負担を考慮し、学校の始業前（早朝練習）は

実施しない。 

（オ）長期休業中については、市町村と地域クラブで協議の上、別途調整し設定する。 

ウ これまで部活動が、学校教育の中で担ってきた教育的意義や目的について継承・発展

させた活動を通じた生徒の人間形成に寄与することを目的として活動している。 

（２）地域クラブの単位は、特に限定しないが、競技力強化のために広域から生徒を募集する

ことは認めない。この場合を除き、複数の市町村や学校の生徒を対象とする場合のクラブ

の認定等については該当する市町村及び学校で協議し対応する。 

（３）市町村又は公立中学校等は、地域展開の推進にあたり運営主体（各種目や活動を行う個

別の団体を統括する団体）や実施主体（個別の活動を実際に行う団体）の確保に向けて、

それぞれの地域で活動している団体等（以下「民間クラブ」という。）との連携について

検討する。 

（４）民間クラブが公立中学校等の休日の活動先となることを希望する場合は、市町村へ申請

をする。 

（５）申請があった民間クラブについて市町村及び公立中学校等は上記（１）の要件ア～ウに

ついて確認する。確認の結果、要件を満たしている場合は、市町村と公立中学校等で協議

の上、休日の活動先として認定する。認定後は、該当の部活動については、休日の活動を

行わないこととし、休日の活動先として市町村から民間クラブへ依頼する。 

（６）認定を受けた地域クラブは、認定を受けた市町村に活動報告を行う。活動報告を行う時

期や回数については、認定する市町村が設定する。 

（７）市町村は、認定した地域クラブにおいて適切な運営がなされているかどうか適宜確認を

行い、是正が必要な場合は、地域クラブに対して指導を行う。 

（８）市町村は、認定した地域クラブに対して、地域や学校の実情に応じて平日も活動先とな

ることの依頼を検討・協議する。 

３ 部活動及び教職員について 

（１）休日の活動を直ちに地域展開することが困難な場合は、地域での活動となるまでの間

は、学校の部活動を継続して生徒の活動の機会を確保する。ただし、その場合、市町村

は、「地域連携型」や「拠点校（合同部活動）型」などの取り組みを通して休日の部活動

指導を望まない教員が部活動指導に従事しなくてよい環境の構築に可能な限り努める。 

ア １か月の時間外業務時間が 45 時間以内 

イ 年間の時間外業務時間が 360 時間以内 
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（２）休日に教員が部活動指導を行う場合の指導時間については、各市町村立学校職員の「勤

務時間の上限に関する方針」の範囲内で指導にあたる。 

（３）休日に地域クラブ及び民間クラブ（以下「地域クラブ等」という。）での指導を有償で

従事する教職員は、服務監督権者の許可を得て地域クラブ等の指導者又は指導者を派遣す

る団体等に登録し、派遣先（地域クラブ等）からの要請に基づき、地域クラブ等の指導者

として指導にあたる。 

ア 共通事項 

（ア）有償・無償に限らず、勤務校の生徒のみを対象とした地域クラブ等の代表者に

なることは部活動との切り分けが困難であることから不可とする。なお、勤務校

以外の生徒や小学生、高校生等の他校種の児童生徒を対象又は複数校種が混在し

ている場合は可とする。 

（イ）有償・無償に限らず、地域クラブ等の指導者となることについては、運営主体

から依頼を受けた場合のみ可とする。 

（ウ）有償・無償に限らず、学校運営に支障がなく教職員としての信用を失墜させるよ

うなことがないようにするとともに、健康面に留意して指導にあたる。 

イ 有償の場合 

県が定めた基準を参考に市町村が従事可能な地域クラブ等かどうかの判断を行い、兼

職兼業又は営利企業への従事の許可を受けた範囲で行う。 

ウ 無償の場合 

兼職兼業又は営利企業への従事の許可は必要としない。また、校長等の管理職への事

前の相談・了承は、必ずしも必要としない。 

４ 今後の部活動の在り方について 

（１）令和８年度から令和 10 年度末までの３年間を「改革実行期間（前期）」として位置づ

け、県、市町村及び関係団体が連携して地域展開・地域連携に取り組む。なお、県として

一律の完了の期限は設けないが、準備が整った市町、公立中学校等、種目等から本県の部

活動改革の最終的な目標である「地域展開」を目指した取組を推進していくこととする。

なお、令和 10 年度末までに、各市町に「地域展開型」「地域連携型」「拠点校（合同部活

動）型」のいずれかによる取組を三つ以上実施することとする。 

（２）令和８年度は、これまでの「改革推進期間」での取組を元に、休日に活動する全ての部

活動について地域展開・地域連携の取組に着手する。 

（３）平日の部活動の地域展開・地域連携については、地域や学校の実情に応じて平日と休日

を一体として取り組むことも検討する。 

（４）「地域連携型」は、部活動指導員を配置している部については部活動指導員による単独

指導を基本とする。また、外部指導者を配置している部においても、外部指導者による単

独指導とすることを可能な限り検討する。 

（５）市町村又は公立中学校等は、部活動改革における取組を通じて、部活動の精選等のた

め、部活動の設置や廃止（休止も含む）に係る規程等の整備を検討する。 

（６）各市町村における地域展開・地域連携の取組によって明らかとなった課題や問題点等へ

の対応方策について、県、市町村及び公立中学校等並びに競技団体等関係機関が連携して

検討していく。 
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Ⅱ 県及び市町村の役割 

１ 県の役割 

（１）県は、生徒が豊かで幅広いスポーツ・文化芸術活動を実施できる機会や環境の確保や教

員の部活動に係る負担軽減に繋がる取組を市町村が推進していけるよう、部活動改革にお

ける広域的な基盤整備を行う。 

（２）県は、本推進計画を踏まえ、市町村の地域展開・地域連携に向けた取組を各関係機関と

連携して部活動の地域展開・地域連携に係る課題・問題点等へ対応するために、定期的に

情報共有や課題等の対応方策の検討を行い支援する。 

（３）県は、圏域ごとの意見交換会や研修会等の開催を通じて市町村を支援するとともに、地

域展開・地域連携を推進するための財政支援を行う。 

（４）県は、必要に応じて市町村及び公立中学校等が設置した協議会等へ参加し、指導・助言

を行う。 

（５）県は、市町村の取組状況を適宜集約し、市町村へ情報共有を行うとともに、必要に応じ

て助言・指導を行う。 

（６）県は、中学校体育連盟主催大会参加クラブの認定の在り方について、市町村の意見を確

認しながら中学校体育連盟と協議していく。 

（７）県は、「地域連携型」の取組として行われている部活動指導員の配置については、教員

の部活動に係る負担軽減に高い効果があることから、引き続き国の事業として財政的支援

を継続するよう国へ要望するとともに、市町村からの希望に対して予算の確保に努める。 

２ 市町村等の役割 

（１）市町村は、県推進計画を参考に地域や学校の実情に応じて市町村の推進計画を策定又は

改訂し、域内の各関係機関等と連携し、部活動改革に係る取組を推進する。 

（２）市町村は、域内の関係者等による協議会等で、本推進計画を参考に市町村の方針、具体

的な取組、スケジュールについて検討し、関係機関と連携を図りながら取組を推進する。

なお、地域の状況によっては東・中・西部などの圏域単位等、市町村単位以外での協議会

等の設置も考えられる。 

（３）公立中学校等は、校区内の関係者による協議会等を状況に応じて設置し、市町村の方針

に基づいて自校における方針、具体的な取組、スケジュールについて検討し、関係者と連

携を図りながら取組を推進する。なお、地域や学校の状況に応じて複数校や市町村の協議

会と合わせての設置も考えられる。 

（４）市町村及び公立中学校等は、域内における部活動改革の取組状況や方向性について、適

宜地域や保護者等へ情報提供を行い広報に努める。 

（５）市町村は、域内における地域展開・地域連携に係る推進計画の策定・改訂や取組の実施

に当たっては、現在の中学生や今後、公立中学校等へ入学する小学生並びにその保護者の

意見や希望を可能な限り把握し反映させることに努める。 

（６）市町村及び公立中学校等が、「地域連携型」での取組を推進する場合、指導者の状況（休

日しか指導ができない等）によっては活動時間と休養日の設定について、上記「Ⅰ 基本

方針」「２ 地域クラブについて」「イの（ア）～（オ）」とすることも検討する。 
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Ⅲ 具体的な取組方策 

１ 地域における地域クラブ等の整備充実 

（１）市町村及び公立中学校等は、部活動の地域展開の運営主体若しくは実施主体となり得る

既存の団体等がある場合は、それら既存の団体等と連携を図りながら地域展開の取組の在

り方を検討・研究する。必要に応じて、県も検討・研究に参画する。 

（２）市町村及び公立中学校等は、部活動の地域展開の運営主体若しくは実施主体となり得る

既存の団体等がない場合は、地域、PTA、地域学校協働本部、保護者会、OB・OG 会、競技

団体等（文化芸術団体含む。以下同じ。）若しくは民間企業等との連携・協力等、それぞ

れの地域や学校の状況に応じて、対応を検討・研究する。必要に応じて、県も検討・研究

に参画する。 

（３）市町村は、単独の市町村で地域展開の運営主体若しくは実施主体となり得る団体の整備

が難しい場合には、近隣の市町村と連携し、地域や学校の状況に応じて検討・研究する。

必要に応じて、県も検討・研究に参画する。 

２ 地域におけるスポーツ・文化芸術指導者の質・量の確保 

（１）市町村は、休日に地域での指導を望む教職員が、地域クラブ等の指導者として従事でき

るよう、国から示された「『学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について』を受けた

公立学校の教師等の兼職兼業の取扱い等について（通知）」（令和３年２月）、取扱いの手

引き（令和５年１月）、「鳥取県立学校職員服務規程の一部改正について（通知）」（令和５

年 12 月 21 日付第 202300225511 号）なども参考に兼職兼業の取扱いを整理する。 

（２）県は、競技団体等の協力を得ながら指導者の発掘・把握に努めるとともに休日のスポー

ツ・文化芸術指導を望む教職員等を指導者として、登録・管理し指導者の派遣を行う指導

者人材バンクの充実を図る。 

（３）休日に地域クラブ等での指導を希望する教員は、地域クラブ等の指導者若しくは指導者

を派遣する団体等に登録し、派遣先（地域クラブ等）からの要請に基づき、地域クラブ等

の指導者として指導にあたる。 

（４）人材バンクの登録の対象は、地域での指導を希望する住民等の他、小学校、中学校、義

務教育学校、高等学校、特別支援学校に勤務する教職員及び部活動指導員・外部指導者、

県・市町村職員、県内外の大学等の学生も対象とする。 

（５）県及び市町村は、地域クラブ等の指導者の質の確保及び資質能力の向上に向けて、関係

団体と連携して指導者研修会等を開催する。 

（６）市町村は、将来的な地域展開を見据えて部活動指導員や外部指導者に対して地域クラブ

の指導者となることについて協力を検討する。 

３ 地域における施設の確保 

（１）市町村は、地域クラブが学校施設を利用する場合は、一般の学校開放の利用団体より優

先利用とすることを検討する。 

（２）市町村は、地域クラブが学校施設や社会体育・教育施設を利用する場合は、他の社会ス

ポーツ・文化芸術クラブより低廉な価格又は減免とすることを検討する。 

（３）市町村は、部活動の地域展開の推進により学校施設の利用が増加することで公立中学校

等の負担が増える可能性があるため、学校施設の管理の在り方（例えば、指定管理者制度

の導入や管理業務の委託等）について検討する。 

（４）市町村は、部活動の地域展開を目的として中学生を受け入れて活動を行う民間事業者が

学校施設を利用できるよう、規則等で制限がある場合や利用できても使用料が高額の場合
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は、低廉な価格での利用を可能とするか規則の改正も含めて検討する。 

４ 大会の在り方、引率や運営に係る教員の負担軽減 

（１）公立中学校等又は地域クラブ等のどちらの所属から大会等へ参加をするかについては生

徒が判断する。なお、選択した出場所属の年度途中での変更については、各学校体育・文

化団体や大会主催者が定める規程に則って行う。 

（２）県は、中学生年代を対象とした競技団体（文化芸術含む）主催の大会等における参加単

位において、学校単位を要件としないことの検討を競技団体へ要請する。 

５ 活動における費用負担の在り方 

（１）地域クラブ等の活動に必要な経費については、原則、受益者負担とするが、地域展開へ

の取組を推進するため、公的支援の在り方について国の動向を確認するとともに、県及び

市町村で検討・研究する。 

（２）経済的に困窮している家庭の生徒が地域クラブでの活動に参加する場合に、参加に係る

費用の支援方策については、国の動向を確認するとともに、県及び市町村において検討・

研究する。 

６ 活動における保険の在り方 

（１）地域クラブ等の活動は、学校教育活動としての活動ではないため、独立行政法人スポー

ツ振興センターの災害給付制度の対象とならないことから、自宅と活動場所との往復時を

含めたケガや事故等の発生への対応のため、別途保険加入を推奨とする。 

（２）保険加入に係る費用については、原則、加入者の負担とする。 

７ 地域クラブへの支援 

（１）地域クラブの運営は、原則参加者等からの活動に係る会費等の収入を財源として運営と

するが、地域クラブが公立中学校等の部活動の地域展開を目的とした団体であり市町村が

認定する団体であることから、財政支援の在り方について国の動向を確認するとともに、

県及び市町村において検討・研究する。 

（２）支援の対象となるのは、「Ⅰ 基本方針 ２ 地域クラブについて（１）」の内容を満た

すものとして市町村が認定した地域クラブとする。 

（３）市町村及び公立中学校等は、地域クラブに対して学校部活動で使用している用具（支

柱、ネット、ボール等の備品）の無償での使用許可を検討する。ただし、消耗品（ライン

パウダー、救急セット等）については、地域クラブが準備する。 

（４）市町村及び公立中学校等は、地域クラブの活動で使用する用具等の学校施設・教育施設

内での保管スペースの確保について検討する。 

８ 移動に係る支援 

（１）地域クラブ等の活動への参加に係る移動は、参加する個人で対応するものとする。 

（２）市町村が部活動改革の取組として実施する「拠点校（合同部活動）型」での活動への参

加にあたり、個人での移動が困難な生徒への対応について、県及び市町村において検討・

研究する。 

９ 高校入試への対応 

（１）当分の間、部活動と地域クラブ等で活動する生徒が、混在した状況で高校入試が実施さ

れることとなるため、公立中学校等は、部活動を行っていない生徒の地域クラブ等での活

動状況の把握に努める。 
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（２）公立中学校等が地域クラブ等での生徒の活動状況について全てを把握することは困難で

あるため、生徒又は保護者から申告をしてもらうなど、各公立中学校等の状況に応じて把

握を行う。活動内容については大会等への参加や成績を証明するもの（参加した大会等の

プログラム、賞状等の写し等）で確認することとし、公立中学校等は、事前に生徒及び保

護者へ地域クラブ等での活動記録の申告について周知する。 

（３）公立中学校等は、高校入試における部活動を行わず地域クラブ等での活動を行っている

生徒の活動の記録等の調査書等への記入については、生徒に不利とならないよう配慮して

記載する。 

（４）地域クラブ等は、所属する生徒の活動の記録を生徒及び保護者からの求めに応じて公立

中学校等へ提供をする。 

10 その他 

（１）市町村及び公立中学校等は、部活動は生徒の自主的・自発的な参加により行われるもの

であること及び今後の地域展開への推進を踏まえ、部活動へ一律に全員加入としないこと

を検討する。 

（２）「拠点校（合同部活動）型」として部活動改革を推進する場合は、市町村又は市町村校

長会が主体となって実施し、その活動は部活動として位置付けて行う。なお、活動におい

て拠点校ではない学校の顧問や教職員の引率は不要とするが、専門的な指導が可能な教職

員が指導者として指導にあたることは妨げない。ただし、中学校体育連盟主催大会への参

加は、県中学校体育連盟が定める参加資格等の規程に準じて参加する。 

（３）複数の市町村にまたがって「拠点校（合同部活動）型」として部活動改革を推進する場

合は、当該市町村又は当該校長会が連携して取り組む。 
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鳥取県公立中学校等における部活動の地域連携・地域展開に向けた推進計画新旧対照表 

改訂後 改訂前 

Ⅰ 基本方針 

１ 基本的な考え方 

（１）本県の部活動改革は、単純に休日に

活動する部活動を地域での活動に転換

することではなく、これまで公立中学

校等を中心に維持又は確保してきた中

学生がスポーツ・文化芸術活動に親し

むことができる休日の環境を、県及び

市町村が中心となり学校や地域と連携

して学校又は地域に構築していくこと

により、生徒が豊かで幅広い活動や経

験を通じて学ぶことができる機会を持

続可能なものとしていくことを目的と

して推進していく。なお、本推進計画

は、生徒が豊かで幅広いスポーツ・文

化芸術活動に継続して親しむ機会や環

境を確保するための計画であり、大会

参加を想定したものではないため、大

会参加にあたっては、各大会主催者の

参加要件に応じて対応する。【改訂前

（３）】 

（２）本県における部活動改革は、「地域展

開型」を基本とするが、直ちに地域で

の活動への転換が困難な場合は、学校

や地域の状況に応じて、「拠点校（合同

部活動）型」、「地域連携型」といった

新しい部活動の形態により生徒の活動

の機会を確保しながら、「地域展開型」

への取組を推進する。【改訂前（４）】 

（３）休日に活動している部活動について

のみ地域展開の取組を推進するのでは

なく、地域の実情に応じて可能な限り

学校の部活動として実施されていない

種目や活動の機会や環境の確保に努め

る。なお、これらの取組は、地域にお

いて生徒の活動機会が確保できる活動

から行うものとする。【改訂前（１）】 

 

 

 

（４）休日の部活動が地域展開された場

合、地域展開された部活動の休日の活

動は実施しない。また、平日と休日の

指導者が異なる等により生徒が困惑す

ることがないよう、学校と地域クラブ

は連絡調整や情報共有を行うなど連携

を図る。【今回新規】 

 

Ⅰ 基本方針 

１ 基本的な考え方 

（１）休日に活動をしている部活動につい

て、地域連携・地域移行の取組を推進す

る。ただし、地域移行については、地域

において生徒の活動機会が確保できる

部活動から行うものとする。なお、地域

の状況に応じて、地域連携・地域移行の

時期を調整することも可能とする。 

（例えば、市町村において、管内全ての中学校

等の時期を合わせる 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）平日の活動については、基本的に教員・

部活動指導員・外部指導者の指導の下、

学校の部活動として活動の機会を確保

する。 

 

 

 

 

（３）本県における公立中学校等の部活動

改革は、単純に休日に活動する部活動

を地域での活動に移行することではな

く、これまで中学校等を中心に維持して

きた中学生がスポーツ・文化芸術活動に

親しむことができる休日の環境を、学校

教育関係者と地域の関係者が連携して

学校または地域に構築していくことに

より、生徒が活動や経験を通じて学ぶこ

とができる機会を持続可能なものとし

ていくことを目的として推進していく。 

（４）本県における部活動改革は、「地域移

行型」を基本とするが、直ちに地域での

活動への移行が困難な場合は、学校や地

域の状況に応じて、「拠点校（合同部活

動）型」、「地域連携型」といった新しい

部活動の形態により、生徒の活動の機会

を確保しながら、「地域移行型」への取

組を推進する。 
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（５）平日の活動については、教員・部活

動指導員・外部指導者の指導の下、学

校の部活動として活動機会を確保する

ことを基本とするが、地域や学校の実

情に応じて休日と合わせて包括的に取

り組むことも検討していく。【改訂前

（２）】 

（６）学校の部活動は生徒の自主的・自発

的な参加により行われるものであるこ

とから、地域クラブへの参加について

も任意とする。【今回新規】 

 
 

※地域展開型とは 

地域展開した部活動は、学校の部活動を行わず、

生徒がスポーツ・文化芸術活動に親しむ環境を地域

に構築し、社会スポーツ・文化芸術活動として実施

するものである。その運営主体（各種目や活動を行

う個別の団体を統括する団体）は学校と切り離され

たものとなるため、指導者への謝金やクラブの運営

費等については、原則として運営主体の自己財源で

の対応となる。 

※拠点校（合同部活動）型とは 

指導できる教員や部活動指導員、外部指導者がい

る学校を拠点校として位置付け、拠点校以外で指導

者がいない部の生徒や部がない学校の生徒が拠点校

で活動を行うもので、部活動として実施するもの。

休日に指導にあたる部活動顧問は、教員特殊業務手

当で対応し、部活動指導員や外部指導者への謝金や

報酬は、配置する市町村が負担し、県も一部補助す

る。 

※地域連携型とは 

指導者は教員ではなく部活動指導員や外部指導者

などの地域の人材が指導者となり、生徒の活動機会

を確保していくもの。指導者への報酬や謝金は、配

置する市町村が負担し、県も一部補助する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※地域移行型とは、休日の学校部活動を行わず、生徒が

スポーツ・文化芸術活動に親しむ環境を地域に構築

し、社会スポーツ・文化芸術活動として実施するもの

であり、その運営主体は学校と切り離されたものと

なるため、指導者への謝金については、運営主体の自

己財源での対応となる。 

 

 

 

※拠点校（合同部活動）型とは、指導できる教員や外部

の指導者がいる部活動を拠点校として位置付け、拠

点校以外で指導者がいない部の生徒や部がない生徒

が拠点校で活動を行うもので、部活動として実施す

るものであるため、指導者（部活動顧問）への謝金

は、教員特殊業務手当となる。拠点校は、中学校に限

らず、高等学校となることもある。 

 

 

※地域連携型とは、学校部活動に地域（外部）の指導者

を配置して教員が指導に携わらなくてもよい環境を

構築するもの。指導者は、部活動指導員や外部指導者

となり、指導者への報酬や謝金は、配置する市町村が

負担し、県も一部補助する。 

２ 地域クラブについて 
（１）地域クラブは、以下の要件ア～ウを満

たしていることを基本とし、市町村が認

定する。 

ア 競技性（一つの競技種目に特化、

競技力強化）や成果のみに偏重せ

ず、休日の生徒の豊かで幅広い活動

機会を確保することを目的として設

立し、参加を希望する生徒を選抜等

せず広く受け入れている。また、可

能な限り平日も活動機会を確保でき

ることが望ましいが必須の条件とは

しない。 

イ 国ガイドライン及び各市町村（学

校組合）立学校の部活動方針又は子

どものスポーツ活動ガイドライン

（平成 26 年３月県教育委員会策定）

を遵守した活動を行っている。な

お、休日と平日の両方を地域展開し

２ 地域クラブの考え方 
（１）「地域移行型」における「地域クラブ」

は、以下の要件ア～エを満たしているこ

とを基本とする。 

ア 休日の生徒の活動の機会を確保す

ることを目的としている。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 国ガイドラインを遵守した活動を

行っている。 
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た場合の地域クラブの活動時間と休

養日の設定は以下のとおりとする。 

（ア）１日の活動時間は、平日２時間

程度、休日３時間程度とし、最大

週当たり 11 時間程度を目安とす

る。 

（イ）平日は、午後４時から午後８時

30 分までのうち２時間程度と

し、休日は午後６時までの日中の

うち３時間程度を基本とする。 

（ウ）休養日は、平日、休日を区別す

ることなく週当たり２日以上設定

する。 

（エ）生徒の健康面・安全面及び家庭

への負担を考慮し、学校の始業前

（早朝練習）は実施しない。 

（オ）長期休業中については、市町村

と地域クラブで協議の上、別途調

整し設定する。 

ウ これまで部活動が、学校教育の中

で担ってきた教育的意義や目的につ

いて継承・発展させた活動を通じた

生徒の人間形成に寄与することを目

的として活動している。 

 

（削除） 

 

 

（２）地域クラブの単位は、特に限定しな

いが、競技力強化のために広域から生

徒を募集することは認めない。この場

合を除き、複数の市町村や学校の生徒

を対象とする場合のクラブの認定等に

ついては該当する市町村及び学校で協

議し対応する。 

 

（３）市町村又は公立中学校等は、地域展

開の推進にあたり運営主体（各種目や

活動を行う個別の団体を統括する団

体）や実施主体（個別の活動を実際に

行う団体）の確保に向けて、それぞれ

の地域で活動している団体等（以下

「民間クラブ」という。）との連携につ

いて検討する。【今回新規】 

（４）民間クラブが公立中学校等の休日の

活動先となることを希望する場合は、

市町村へ申請をする。【改訂前（２）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ これまで学校の部活動が、学校教育

の中で担ってきた教育的意義や目的

について継承し活動を通じた生徒の

人間形成に寄与することを目的とし

て活動している。（例えば、勝利至上

主義を目的としていない等） 

エ 中学校体育連盟主催大会に出場の

認定要件を満たしている。（文化芸術

クラブは除く） 

※「地域移行型」の地域クラブの単位は、同

一市町村内の生徒を対象とし、平日に学

校で実施している部活動を単位とする。

ただし、単独の学校または市町村で活動

を維持・継続することが困難な場合は、複

数校若しくは市町村を越えての地域クラ

ブ設置について当該校及び当該市町村で

協議し、互いに同意する場合は可とする。 

（２）市町村が運営主体ではない場合や市

町村が運営を委託していない等、市町

村が運営に関わらない地域クラブが

「地域移行型」の地域クラブとして中

学校の休日の活動先となることを希望

する場合は、市町村へ申請をする。 

 

 

（３）申請があった地域クラブ等について

市町村及び学校は、上記（１）の要件ア

～エについて確認する。確認の結果、要

件を満たしている場合は、市町村と学校

で協議の上、休日の活動先として認定す

る。認定後は、該当の部活動の休日の活

動を行わないこととし、休日の活動の場



- 4 - 

 

 

（５）申請があった民間クラブについて市

町村及び公立中学校等は上記（１）の

要件ア～ウについて確認する。確認の

結果、要件を満たしている場合は、市

町村と公立中学校等で協議の上、休日

の活動先として認定する。認定後は、

該当の部活動については、休日の活動

を行わないこととし、休日の活動先と

して市町村から民間クラブへ依頼す

る。【改訂前（３）】 

（６）認定を受けた地域クラブは、認定を

受けた市町村に活動報告を行う。活動

報告を行う時期や回数については、認

定する市町村が設定する。【今回新規】 

（７）市町村は、認定した地域クラブにお

いて適切な運営がなされているかどう

か適宜確認を行い、是正が必要な場合

は、地域クラブに対して指導を行う。

【今回新規】 

（８）市町村は、認定した地域クラブに対

して、地域や学校の実情に応じて平日

も活動先となることの依頼を検討・協

議する。【今回新規】 

として市町村から地域クラブへ依頼す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 部活動及び教職員について 
（１）休日の活動を直ちに地域展開するこ

とが困難な場合は、地域での活動とな

るまでの間は、学校の部活動を継続し

て生徒の活動の機会を確保する。ただ

し、その場合、市町村は、「地域連携

型」や「拠点校（合同部活動）型」な

どの取り組みを通して休日の部活動指

導を望まない教員が部活動指導に従事

しなくてよい環境の構築に可能な限り

努める。 

（３）休日に地域クラブ及び民間クラブ

（以下「地域クラブ等」という。）での

指導を有償で従事する教職員は、服務

監督権者の許可を得て地域クラブ等の

指導者又は指導者を派遣する団体等に

登録し、派遣先（地域クラブ等）から

の要請に基づき、地域クラブ等の指導

者として指導にあたる。 

 

 

 

 

ア 共通事項 

（ア）有償・無償に限らず、勤務校の生徒の

みを対象とした地域クラブ等の代表者に

３ 部活動及び教職員の考え方 
（１）休日の活動を直ちに地域へ移行するこ

とが困難な場合は、地域での活動となる

までの間は、学校の部活動を存続して

生徒の活動の機会を確保する。ただし、

その場合、部活動指導員・外部指導者の

配置や合同部活動などの取り組みを通

して休日の部活動指導を望まない教員

が部活動指導に従事しなくてよい環境

の構築に可能な限り努める。 

 

（３）休日に地域クラブでの指導を希望する

教職員は、服務監督権者の許可を得て地

域クラブの指導者または、指導者を派

遣する団体等に登録し、派遣先（地域ク

ラブ）からの要請に基づき、地域クラブ

の指導者として中学生の指導にあたる。

ただし、勤務校の生徒のみを対象とした

地域クラブの代表者になることはでき

ない。なお、勤務校以外の生徒や小学生、

高校生等の他校種の児童生徒を対象と

している場合は、代表者となることがで

きる。 

ア 有償で指導する場合 

県教育委員会が定めた基準を参考に市町村

教育委員会が従事可能な地域クラブかどうか
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なることは部活動との切り分けが困難で

あることから不可とする。なお、勤務校

以外の生徒や小学生、高校生等の他校種

の児童生徒を対象又は複数校種が混在し

ている場合は可とする。 

（イ）有償・無償に限らず、地域クラブ等の

指導者となることについては、運営主体

から依頼を受けた場合のみ可とする。 

（ウ）有償・無償に限らず、学校運営に支障

がなく教職員としての信用を失墜させる

ようなことがないようにするとともに、

健康面に留意して指導にあたる。【今回新

規】 

イ 有償の場合 

県が定めた基準を参考に市町村が従事可

能な地域クラブ等かどうかの判断を行い、

兼職兼業又は営利企業への従事の許可を受

けた範囲で行う。【改訂前ア】 

ウ 無償の場合 

兼職兼業又は営利企業への従事の許可は

必要としない。また、校長等の管理職への

事前の相談・了承は、必ずしも必要としな

い。【改訂前イ】 

の判断を行い、兼職兼業または営利企業への

従事の許可を受けた範囲で行う。ただし、教職

員が勤務校の生徒のみを対象とした地域クラ

ブの代表者として運営に従事することは部活

動との切り分けが困難であるため不可とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 無償で指導する場合 

兼職兼業または営利企業への従事の許可

は必要としない。また、校長等への事前の相

談・了承は、必ずしも必要としない。ただし、

学校運営に支障がなく、教職員としての信用

を失墜させるようなことがないようにする。 

４ 今後の部活動の在り方について 
（１）令和８年度から令和 10 年度末までの

３年間を「改革実行期間（前期）」とし

て位置づけ、県、市町村及び関係団体

が連携して地域展開・地域連携に取り

組む。なお、県として一律の完了の期

限は設けないが、準備が整った市町、

公立中学校等、種目等から本県の部活

動改革の最終的な目標である「地域展

開」を目指した取組を推進していくこ

ととする。なお、令和 10 年度末まで

に、各市町に「地域展開型」「地域連携

型」「拠点校（合同部活動）型」のいず

れかによる取組を三つ以上実施するこ

ととする。【改訂前（１）（４）及び新

規】 

（２）令和８年度は、これまでの「改革推

進期間」での取組を元に、休日に活動

する全ての部活動について地域展開・

地域連携の取組に着手する。【改訂前

（３）】 

 

（３）平日の部活動の地域展開・地域連携

については、地域や学校の実情に応じ

て平日と休日を一体として取り組むこ

とも検討する。【改訂前（２）】 

 

（４）「地域連携型」は、部活動指導員を配

４ 今後の部活動の在り方検討 
（１）令和５年度から令和７年度末までの３

年間を「改革推進期間」として位置づけ、

県、市町村及び関係団体が連携して地域

連携・地域移行に取り組む。なお、県と

して一律の完了の期限は設けないこと

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）平日の部活動の地域連携・地域移行に

ついては、令和７年度末の県内の休日

の地域連携・地域移行の進捗状況及び

国の動向を踏まえながら、令和８年度

以降に改めて方針を検討し、市町村に

示す。 

（３）令和５年度は、各市町村において市町

村内の現状把握（指導者、中学生の受け

入れが可能な団体等の状況）、課題や問

題点の洗い出しを行い方向性等につい

て検討を行う準備の年度とする。 

（４）令和６年度以降、地域連携・地域移行
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置している部については部活動指導員

による単独指導を基本とする。また、

外部指導者を配置している部において

も、外部指導者による単独指導とする

ことを可能な限り検討する。【今回新

規】 

（５）市町村又は公立中学校等は、部活動

改革における取組を通じて、部活動の

精選等のため、部活動の設置や廃止

（休止も含む）に係る規程等の整備を

検討する。【今回新規】 

（６）市町村教育委員会又は公立中学校等

は、部活動改革における取組を通じ

て、部活動の精選等のため、部活動の

設置や廃止（休止も含む）に係る規程

等の整備を検討する。【今回新規】 

（６）各市町村における地域展開・地域連

携の取組によって明らかとなった課題

や問題点等への対応方策について、

県、市町村及び公立中学校等並びに競

技団体等関係機関が連携して検討して

いく。【改訂前（５）】 

に向けた準備が整った市町村、学校、種

目等から取組を推進していくこととす

る。 

 

 

 

（５）各市町村における地域連携・地域移行

の取組によって明らかとなった課題や

問題点等への方策について、県、市町村

及び中学校等が連携して検討・研究して

いく。 

Ⅱ 県及び市町村の役割 
１ 県の役割 
（１）県は、生徒が豊かで幅広いスポー

ツ・文化芸術活動を実施できる機会や

環境の確保や教員の部活動に係る負担

軽減に繋がる取組を市町村が推進して

いけるよう、部活動改革における広域

的な基盤整備を行う。【今回新規】 

 

 

（２）県は、本推進計画を踏まえ、市町村

の地域展開・地域連携に向けた取組を

各関係機関と連携して部活動の地域展

開・地域連携に係る課題・問題点等へ

対応するために、定期的に情報共有や

課題等の対応方策の検討を行い支援す

る。【改訂前（１）（３）】 

（３）県は、圏域ごとの意見交換会や研修

会等の開催を通じて市町村を支援する

とともに、地域展開・地域連携を推進

するための財政支援を行う。 

（４）県は、必要に応じて市町村及び公立

中学校等が設置した協議会等へ参加

し、指導・助言を行う。【改訂前

（２）】 

（５）県は、市町村の取組状況を適宜集約

し、市町村へ情報共有を行うととも

に、必要に応じて助言・指導を行う。

【改訂前（４）】 

Ⅱ 県及び市町村の役割 
１ 県の役割 
（１）県は、本推進計画を踏まえ、市町村の

地域連携・地域移行に向けた取組を県

教育委員会、県地域スポーツ・文化芸術

振興担当部局、県スポーツ・文化芸術関

係団体が連携して部活動の地域連携・地

域移行に係る課題・問題点等へ対応する

ために、定期的に情報共有や課題等の対

応方策の検討を行い支援する。 

（２）県は、必要に応じて市町村及び学校が

設置した協議会等へ参加し指導・助言を

行う。 

 

 

 

 

（３）県は、各圏域内の市町村が情報共有で

きる機会の確保について支援する。 

 

 

（４）県は、市町村の取組状況を適宜集約し、

市町村へ情報共有を行う。 

 

 

（５）中学校体育連盟主催大会参加クラブの

認定の在り方については、今後、中学校

体育連盟と県で協議していく。 
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（６）県は、中学校体育連盟主催大会参加ク

ラブの認定の在り方について、市町村の

意見を確認しながら中学校体育連盟と

協議していく。【改訂前（５）】 

（７）県は、「地域連携型」の取組として行

われている部活動指導員の配置につい

ては、教員の部活動に係る負担軽減に高

い効果があることから、引き続き国の事

業として財政的支援を継続するよう国

へ要望するとともに、市町村からの希望

に対して予算の確保に努める。【今回新

規】 

２ 市町村等の役割 
（１）市町村は、県推進計画を参考に地域

や学校の実情に応じて市町村の推進計

画を策定又は改訂し、域内の各関係機

関等と連携し、部活動改革に係る取組

を推進する。【今回新規】 

（２）市町村は、域内の関係者等による協

議会等で、本推進計画を参考に市町村

の方針、具体的な取組、スケジュール

について検討し、関係機関と連携を図

りながら取組を推進する。なお、地域

の状況によっては東・中・西部などの

圏域単位等、市町村単位以外での協議

会等の設置も考えられる。【改訂前

（１）（２）】 

（３）公立中学校等は、校区内の関係者に

よる協議会等を状況に応じて設置し、

市町村の方針に基づいて自校における

方針、具体的な取組、スケジュールに

ついて検討し、関係者と連携を図りな

がら取組を推進する。なお、地域や学

校の状況に応じて複数校や市町村の協

議会と合わせての設置も考えられる。 

（４）市町村及び公立中学校等は、域内に

おける部活動改革の取組状況や方向性

について、適宜地域や保護者等へ情報

提供を行い広報に努める。【今回新規】 

（５）市町村は、域内における地域展開・

地域連携に係る推進計画の策定・改訂

や取組の実施に当たっては、現在の中

学生や今後、公立中学校等へ入学する

小学生並びにその保護者の意見や希望

を可能な限り把握し反映させることに

努める。【今回新規】 

（６）市町村及び公立中学校等が、「地域連

携型」での取組を推進する場合、指導者

の状況（休日しか指導ができない等）に

よっては活動時間と休養日の設定につ

いて、上記「Ⅰ 基本方針」「２ 地域

２ 市町村の役割 
（１）市町村は、教育委員会、地域スポーツ・

文化芸術振興担当部局、市町村スポー

ツ・文化芸術関係団体等が連携し、各地

域の状況に応じて地域連携・地域移行

の取組を推進する。 

（２）市町村は、域内の関係者等による協議

会等を令和５年度中に設置し、本推進

計画を参考に市町村における方針、具体

的な取組、スケジュールについて検討

し、関係機関と連携を図りながら取組を

推進する。なお、地域の状況によっては

東・中・西部などの圏域単位等、市町村

単位以外での設置も考えられる。 

 

（３）中学校等は、校区内の関係者による協

議会等を状況に応じて設置し、学校にお

ける方針、具体的な取組、スケジュール

について検討し、関係者と連携を図りな

がら取組を推進する。なお、地域の状況

に応じて複数校や市町村の協議会と合

わせての設置も考えられる。 
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クラブについて」「イの（ア）～（オ）」

とすることも検討する。【今回新規】 

Ⅲ 具体的な取組方策 
１ 地域における地域クラブ等の整備充

実 
（１）市町村及び公立中学校等は、部活動

の地域展開の運営主体若しくは実施主

体となり得る既存の団体等がある場合

は、それら既存の団体等と連携を図り

ながら地域展開の取組の在り方を検

討・研究する。必要に応じて、県も検

討・研究に参画する。 

（２）市町村及び公立中学校等は、部活動

の地域展開の運営主体若しくは実施主

体となり得る既存の団体等がない場合

は、地域、PTA、地域学校協働本部、保

護者会、OB・OG 会、競技団体等（文化

芸術団体含む。以下同じ。）若しくは民

間企業等との連携・協力等、それぞれ

の地域や学校の状況に応じて、対応を

検討・研究する。必要に応じて、県も

検討・研究に参画する。 

（３）市町村は、単独の市町村で地域展開

の運営主体若しくは実施主体となり得

る団体の整備が難しい場合には、近隣

の市町村と連携し、地域や学校の状況

に応じて検討・研究する。必要に応じ

て、県も検討・研究に参画する。 

Ⅲ 具体的な取組方策 
１ 地域における地域クラブ等の整備充

実 
（１）市町村及び中学校等は、部活動の地域

移行の中心となり得る地域クラブ等が

ある場合は、地域クラブと連携を図りな

がら地域移行の取組の在り方を検討・研

究する。必要に応じて、県も検討・研究

に参画する。 

 

（２）市町村及び中学校等は、部活動の地域

移行の中心となり得る地域クラブ等が

ない場合は、地域、ＰＴＡ、地域学校協

働本部、保護者会、ＯＢ・ＯＧ会、競技

団体等（文化芸術団体含む。以下同じ。）

若しくは、民間企業等との連携等、それ

ぞれの地域の状況に応じて、対応を検

討・研究する。必要に応じて、県も検討・

研究に参画する。 

 

（３）単独の市町村で地域移行の中心とな

り得る地域クラブの整備が難しい場合

には、近隣の市町村と連携することも有

効であることから、状況に応じて検討・

研究する。必要に応じて、県も検討・研

究に参画する。 

２ 地域におけるスポーツ・文化芸術指導

者の質・量の確保 
（１）市町村は、休日に地域での指導を望

む教職員が、地域クラブ等の指導者と

して従事できるよう、国から示された

「『学校の働き方改革を踏まえた部活動

改革について』を受けた公立学校の教

師等の兼職兼業の取扱い等について

（通知）」（令和３年２月）、取扱いの手

引き（令和５年１月）、「鳥取県立学校

職員服務規程の一部改正について（通

知）」（令和５年 12 月 21 日付第

202300225511 号）なども参考に兼職兼

業の取扱いを整理する。 

（２）県は、競技団体等の協力を得ながら

指導者の発掘・把握に努めるとともに

休日のスポーツ・文化芸術指導を望む

教職員等を指導者として、登録・管理

し指導者の派遣を行う指導者人材バン

クの充実を図る。 

 

 

（３）休日に地域クラブ等での指導を希望

２ 地域におけるスポーツ・文化芸術指導

者の質・量の確保 
（１）市町村教育委員会は、休日に地域での

指導を望む教職員が、地域クラブの指導

者として従事できるよう、国から示され

た「『学校の働き方改革を踏まえた部活

動改革について』を受けた公立学校の教

師等の兼職兼業の取扱い等について（通

知）」（令和３年２月）及び取扱いの手引

き（令和５年１月）なども参考に兼職兼

業の取扱いを整理する。 

 

 

 

（２）県は、競技団体等の協力を得ながら指

導者の発掘・把握に努めるとともに休日

のスポーツ・文化芸術指導を望む教職員

等を指導者として、登録・管理し指導者

の派遣を行う指導者人材バンクを構築

する。なお、指導者人材バンクの運営方

法等については、競技団体等の意見を

参考に、令和５年度中に決定する。 

（３）休日に地域クラブでの指導を希望する
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する教員は、地域クラブ等の指導者若

しくは指導者を派遣する団体等に登録

し、派遣先（地域クラブ等）からの要

請に基づき、地域クラブ等の指導者と

して指導にあたる。 

（４）人材バンクの登録の対象は、地域で

の指導を希望する住民等の他、小学

校、中学校、義務教育学校、高等学

校、特別支援学校に勤務する教職員及

び部活動指導員・外部指導者、県・市

町村職員、県内外の大学等の学生も対

象とする。 

（５）県及び市町村は、地域クラブ等の指

導者の質の確保及び資質能力の向上に

向けて、関係団体と連携して指導者研

修会等を開催する。 

（６）市町村は、将来的な地域展開を見据

えて部活動指導員や外部指導者に対し

て地域クラブの指導者となることにつ

いて協力を検討する。 

教員は、地域クラブの指導者又は指導

者を派遣する団体等に登録し、派遣先

（地域クラブ）からの要請に基づき、地

域クラブの指導者として中学生の指導

にあたる。 

（４）人材バンクの登録の対象は、地域での

指導を希望する住民等の他、小学校、中

学校、義務教育学校、高等学校、特別支

援学校に勤務する教職員（ＯＢを含む）

及び、部活動指導員・外部指導者、県・

市町村職員も対象とする。 

 

（５）県及び市町村は、地域クラブの指導者

の質の確保に向けて、関係団体と連携し

て指導者研修会等を開催する。 

 

（６）市町村は、現在、部活動指導員や外部

指導者を配置している部については、休

日の地域クラブの指導者としての協力

も検討する。 
３ 地域における施設の確保 
（１）市町村は、地域クラブが学校施設を

利用する場合は、一般の学校開放の利

用団体より優先利用とすることを検討

する。 

（２）市町村は、地域クラブが学校施設や

社会体育・教育施設を利用する場合

は、他の社会スポーツ・文化芸術クラ

ブより低廉な価格又は減免とすること

を検討する。 

（３）市町村は、部活動の地域展開の推進

により学校施設の利用が増加すること

で公立中学校等の負担が増える可能性

があるため、学校施設の管理の在り方

（例えば、指定管理者制度の導入や管

理業務の委託等）について検討する。 

（４）市町村は、部活動の地域展開を目的

として中学生を受け入れて活動を行う

民間事業者が学校施設を利用できるよ

う、規則等で制限がある場合や利用で

きても使用料が高額の場合は、低廉な

価格での利用を可能とするか規則の改

正も含めて検討する。 

３ 地域における施設の確保 
（１）市町村は、部活動の地域移行を目的と

した地域クラブが学校施設を利用する

場合は、一般の学校開放の利用団体より

優先利用とするか検討する。 

（２）市町村は、部活動の地域移行を目的と

した地域クラブが学校施設や社会体育・

教育施設を利用する場合は、他の社会ス

ポーツ・文化芸術クラブより低廉な価格

又は減免とするか検討する。 

（３）市町村は、部活動の地域移行の推進に

より学校施設の利用が増加することで

学校の負担が増える可能性があるため、

学校施設の管理の在り方（例えば、指定

管理者制度の導入や管理業務の委託等）

について検討する。 

（４）市町村は、部活動の地域移行を目的と

して中学生を受け入れて活動を行う民

間事業者が学校施設を利用できるよう、

規則等で制限がある場合や使用料が高

額の場合は、低廉な価格での利用を可能

とするか規則の改正も含めて検討する。 

４ 大会の在り方、引率や運営に係る教員

の負担軽減 
（１）公立中学校等又は地域クラブ等のど

ちらの所属から大会等へ参加をするか

については生徒が判断する。なお、選

択した出場所属の年度途中での変更に

ついては、各学校体育・文化団体や大

会主催者が定める規程に則って行う。 

４ 大会の在り方、引率や運営に係る教員

の負担軽減 
（１）学校又は地域クラブのどちらの所属

から大会等へ参加をするかについては

生徒が判断する。なお、選択した出場所

属の年度途中での変更については、各学

校体育・文化団体が定める規程に則って

行う。 
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（削除） 

 

（２）県は、中学生年代を対象とした競技

団体（文化芸術含む）主催の大会等に

おける参加単位において、学校単位を

要件としないことの検討を競技団体へ

要請する。【改訂前（３）】 

（２）生徒引率については、大会等主催団体

が定める引率規程に則って行う。 

（３）県は、中学生年代を対象とした競技団

体（文化芸術含む）主催の大会等におけ

る参加単位において、学校単位を要件と

しないことの検討を競技団体へ要請す

る。 

５ 活動における費用負担の在り方 
（１）地域クラブ等の活動に必要な経費に

ついては、原則、受益者負担とする

が、地域展開への取組を推進するた

め、公的支援の在り方について国の動

向を確認するとともに、県及び市町村

で検討・研究する。 

６ 活動における費用負担の在り方 
（１）地域クラブの活動に必要な経費につい

ては、原則、受益者負担とする。 

６ 活動における保険の在り方 
（１）地域クラブ等の活動は、学校教育活

動としての活動ではないため、独立行

政法人スポーツ振興センターの災害給

付制度の対象とならないことから、自

宅と活動場所との往復時を含めたケガ

や事故等の発生への対応のため、別途

保険加入を推奨とする。 

（２）保険加入に係る費用については、原

則、加入者の負担とする。 

５ 活動における保険の在り方 
（１）地域クラブの活動は、学校教育活動と

しての活動ではないため、独立行政法人

スポーツ振興センターの災害給付制度

の対象とならないことから、自宅と活動

場所との往復、ケガや事故等の発生への

対応のため、保険加入を推奨とする。 

 

（２）保険加入に係る費用については、加入

者の負担とする。 

７ 地域クラブへの支援 
（１）地域クラブの運営は、原則参加者等

からの活動に係る会費等の収入を財源

として運営とするが、地域クラブが公

立中学校等の部活動の地域展開を目的

とした団体であり市町村が認定する団

体であることから、財政支援の在り方

について国の動向を確認するととも

に、県及び市町村において検討・研究

する。 

（２）支援の対象となるのは、「Ⅰ 基本方

針 ２ 地域クラブについて（１）」の

内容を満たすものとして市町村が認定

した地域クラブとする。 

 

 

 

 

（３）市町村及び公立中学校等は、地域ク

ラブに対して学校部活動で使用してい

る用具（支柱、ネット、ボール等の備

品）の無償での使用許可を検討する。

ただし、消耗品（ラインパウダー、救

急セット等）については、地域クラブ

が準備する。【今回新規】 

（４）市町村及び公立中学校等は、地域ク

ラブの活動で使用する用具等の学校施

７ 地域クラブへの支援 
（１）地域クラブの運営は、原則参加者等か

らの活動に係る会費等の収入を財源と

しての運営とする。 

 

 

 

 

 

 

（２）公立中学校等の部活動の地域移行を

目的として活動する地域クラブに対し

ての支援の在り方について県及び市町

村において検討・研究する。 

※支援の対象となる地域クラブについて

は、「Ⅰ 基本方針 ２ 地域クラブの

考え方（１）」で規定する「地域移行型」

の地域クラブとする。 
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設・教育施設内での保管スペースの確

保について検討する。【今回新規】 

８ 移動に係る支援 
（１）地域クラブ等の活動への参加に係る

移動は、参加する個人で対応するもの

とする。 

（削除） 

 

 

 

（２）市町村が部活動改革の取組として実

施する「拠点校（合同部活動）型」で

の活動への参加にあたり、個人での移

動が困難な生徒への対応について、県

及び市町村において検討・研究する。

【改訂前（３）】 

９ 移動に係る支援 
（１）地域クラブの活動への参加に係る移動

は、参加する個人で対応するものとす

る。 

（２）「拠点校（合同部活動）型」及び「地

域連携型」で実施される活動への参加に

係る移動は、基本的に参加する個人で対

応するものとする。 

（３）「拠点校（合同部活動）型」及び「地

域連携型」で実施される活動への参加に

あたり、個人での移動が困難な生徒への

対応について、県及び市町村において検

討・研究する。 

９ 高校入試への対応 
（１）当分の間、部活動と地域クラブ等で

活動する生徒が、混在した状況で高校

入試が実施されることとなるため、公

立中学校等は、部活動を行っていない

生徒の地域クラブ等での活動状況の把

握に努める。 

（２）公立中学校等が地域クラブ等での生

徒の活動状況について全てを把握する

ことは困難であるため、生徒又は保護

者から申告をしてもらうなど、各公立

中学校等の状況に応じて把握を行う。

活動内容については大会等への参加や

成績を証明するもの（参加した大会等

のプログラム、賞状等の写し等）で確

認することとし、公立中学校等は、事

前に生徒及び保護者へ地域クラブ等で

の活動記録の申告について周知する。 

（３）公立中学校等は、高校入試における

部活動を行わず地域クラブ等での活動

を行っている生徒の活動の記録等の調

査書等への記入については、生徒に不

利とならないよう配慮して記載する。 

（４）地域クラブ等は、所属する生徒の活

動の記録を生徒及び保護者からの求め

に応じて公立中学校等へ提供をする。 

８ 高校入試への対応 
（１）当分の間、部活動と地域クラブで活動

する生徒が、混在した状況で高校入試が

実施されることとなるため、中学校等

は、部活動を行っていない生徒の地域団

体等での活動状況の把握に努める。 

（２）中学校等が全てを把握することは困難

であるため、生徒又は保護者から申告を

してもらうなど、各学校の状況に応じて

把握を行う。内容については大会への参

加や成績を証明するもの（参加したプロ

グラム、賞状等の写し）で確認すること

とし、中学校等は、事前に生徒及び保護

者へ地域クラブでの活動記録の申告に

ついて周知する。 

 

 

 

（３）中学校等は、高校入試における、部活

動を行わず地域クラブでの活動を行っ

ている生徒の活動の記録等の調査書等

への記入については、生徒に不利となら

ないよう配慮して記載する。 

（４）地域クラブは、所属する生徒の活動の

記録を生徒及び保護者からの求めに応

じて中学校へ提供をする。 

10 その他 
（１）市町村及び公立中学校等は、部活動

は生徒の自主的・自発的な参加により

行われるものであること及び今後の地

域展開への推進を踏まえ、部活動へ一

律に全員加入としないことを検討す

る。 

（２）「拠点校（合同部活動）型」として部

活動改革を推進する場合は、市町村又

10 その他 
（１）市町村教育委員会及び学校長は、学校

部活動は生徒の自主的・自発的な参加に

より行われるものであること及び今後

の地域連携・地域移行の推進を踏まえ、

部活動を全員加入としないことを検討

する。 

（２）「拠点校（合同部活動）型」として部

活動改革を推進する場合は、市町村教育
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は市町村校長会が主体となって実施

し、その活動は部活動として位置付け

て行う。なお、活動において拠点校で

はない学校の顧問や教職員の引率は不

要とするが、専門的な指導が可能な教

職員が指導者として指導にあたること

は妨げない。ただし、中学校体育連盟

主催大会への参加は、県中学校体育連

盟が定める参加資格等の規程に準じて

参加する。 

（３）複数の市町村にまたがって「拠点校

（合同部活動）型」として部活動改革

を推進する場合は、当該市町村又は当

該校長会が連携して取り組む。 

委員会又は市町村校長会が主体となっ

て実施し、その活動は部活動として位置

付けて行う。また、拠点校ではない学校

の顧問や教職員の引率は不要とする。

なお、中学校体育連盟主催大会への参

加については、県中学校体育連盟の規

程に準じて参加する。 

 

 

 

（３）中学校等と地域クラブ（部活動の地域

移行先として認定された地域クラブに

限る）は、指導方針や生徒の状況等につ

いて情報共有を図り、連携して生徒の

指導にあたる。 
 


